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研究成果の概要（和文）：人類にプラスになるレガシー（遺産）をもたらす持続可能なオリンピックについて調査・検
討を行った結果、オリンピズムの現代的解釈のもとに、大会を含むオリンピックムーブメント全体の見直しが肝要であ
り、具体的には、人権保障の遵守、競技種目の実施形態の多様化、All for Sports for All概念に基づくスポーツの普
及・推進、自然と人的・社会的環境への配慮、オリンピズムを核とした、国際教養としてのオリンピック教育の普及・
推進と文化プログラムの展開、計画的なレガシー創造とその活用等を、グローバルにローカルを加えた「グローカル」
な視点で展開することが求められるとの結論が導かれた。

研究成果の概要（英文）：Research and investigation were conducted concerning sustainable Olympic Games tha
t can establish a positive legacy for humankind. The results indicated that an overall re-examination of t
he Olympic Movement based on a modern interpretation of Olympism with due consideration of protection of h
uman rights, diversified forms of sporting events practiced, proliferation and promotion of sports based o
n the All for Sports for All concept, and environmental consciousness toward nature, people and society is
 critically important. It was concluded that Olympic education based on Olympism as a core element and as 
global intelligence, cultural programs and well- planned creation and utilization of a systematic legacy s
hould be promoted and enhanced from a "glocal" (both global and local) point of view.
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１．研究開始当初の背景 
	 オリンピック競技大会（以下「大会」）自
体についての研究や文献は多数存在するが、
それらの多くは大会の競技結果や選手の活
躍に関するものである。一方、大会を開催す
るには開催地の行政や政府、国民、国際組織
なども多数かかわり、10 年近くに及ぶ準備期
間を要する。これを裏付けるように、国際オ
リンピック委員会(IOC)による招致計画書の
手引きには、スポーツ以外にも多数の項目が
盛り込まれている。国民の視点でオリンピッ
クを捉えたとき、自国での大会開催には、選
手の活躍に一喜一憂するに留まらない多様
な影響がその国や国民に及ぶことになる。	 
	 大会の計画は招致の段階で立案されるが、
大会の招致・開催が人々に何をもたらすのか
（レガシー）を考えるとき、大会を中核とす
るオリンピック・ムーブメント全体のビジョ
ンとそれを創り上げるプロセス、そして開催
された大会と大会後に残されたものを総合
的に評価することが重要になる。従来の大会
（特に 2008 年北京大会まで）は、国威発揚や
自国の経済発展をねらった巨大な施設建設
とインフラ整備、国家ぐるみのエリート選手
養成が目立っていた。しかし、今後のオリン
ピックはむしろ、国民ならびに地球の市民の
視野に立って、大会の招致・開催を機に幅広
いムーブメントを展開し、真に質の高いプラ
スのレガシーを創造していくものとして存
続していくことが求められる。だが、その方
向性と具体的なビジョンはまだ確立されて
いない。 
 
２．研究の目的 
	 人類にプラスになるレガシーをもたらす
オリンピックとはどのようなものなのか、と
いう観点から、近年の大会（ユースオリンピ
ックを含む）招致・開催によってもたらされ
たものについて多方面から検討し、開発の持
続可能なオリンピック・モデルを構築するこ
とを目的とし、そのために重要な要素と方向
性を導きだすことを本研究の課題とした。 
 
３．研究の方法 
	 IOC による招致計画書の手引きを参考に、
下記の検討項目を設定し、本研究期間（2009
年 4 月〜2014 年 3 月）に開催された大会を中
心に、人類にプラスになるレガシーを創造す
るオリンピック・ムーブメントを推進する上
で重要な諸点について、継続的に調査・検討
を行った。その際、2016 年東京招致、2020
年東京招致・開催決定についても視野に入れ
て、研究を遂行した。	 
大項目：スポーツ、教育、人権、環境、経済	 
小項目：競技力の向上、スポーツの普及	 ・
促進、オリンピック研究、オリンピック教育、
ドーピング対策、文化・芸術、政策、法整備、
市民参加、都市開発、環境対策、経済効果、
マーケティング	  
	 資料・情報の収集は、関係機関や国際会議

への参加、現地の研究協力者を通して行った。	 
	 
４．研究成果	 

(1)	 理念	 

	 ①	 近代オリンピックの創始者ピエール・ド・

クーベルタンのオリンピック思想（オリンピズ

ム）を現代的に解釈し、それを、大会を含むオ

リンピック・ムーブメント全体に反映させてい

く必要がある。	 

	 ②	 オリンピック・ムーブメントの展開には、

ローカルにグローバルを加えた「グローカル」

な視点を取り入れることが重要である。	 

	 

(2)スポーツ	 

	 ①	 IOC 文書の歴史的検討から、大会の開催は、

時代と社会の要請に基づく「オリンピックにふ

さわしい競技・種目」とは何かを考え、市民の

オリンピズム理解を多様な角度から深める契機

となり得ることが明らかになった。	 

	 ②	 オリンピック・ムーブメントの観点から、

より多くの人にチャンスを与え、より多様なス

ポーツパーソンを育てるのにふさわしい競技種

目とは何かを問い、競技種目に流動性をもたせ

ていくこと、また人間開発との関連も視野に入

れていくことが求められる。	 

	 ③	 性別確認検査に関する検討の結果、スポー

ツにおける公正性と社会における公正性は必ず

しも同一ではなく、近代スポーツの枠組みその

ものを見直していく必要性が示唆された。	 

	 ④	 IOC は、スポーツにおける公平・公正性の

確保のために医学的見地を援用してきたが、医

学の進歩の状況によっては功罪いずれの影響も

生じうることが明らかになった。したがって、

オリンピックと諸科学の関係史も重要なレガシ

ーとなることが示唆された。	 

	 ⑤	 競技力の評価には、単にメダル獲得数に左

右されることなく、多様な指標の設定が求めら

れる。	 

	 ⑥	 日本のスポーツ政策は、オリンピックに代

表される国際競技大会を重要な契機として転換

を図り、それが競技スポーツのみならず、学校

体育や地域スポーツのあり方、施策にも影響を

及ぼしてきたことが明らかになった。	 

	 ⑦	 スポーツの普及・促進は、オール・フォー・

スポーツ・フォー・オール（All	 for	 Sports	 for	 

All：すべての人のためのスポーツであると同時

に、スポーツもまたすべての人のためにある）

という概念から現状を見直し、学校を拠点にし

た多世代交流、運動施設の機能性の向上と稼働

率のアップが求められる。	 

	 

(3)教育	 

	 ①	 オリンピック教育には、オリンピズムを核

にしながらレガシーの観点を盛り込み、複合

的・総合的に取り組むことができる国際的な教

養として普及・促進することが望まれる。	 



	 ②	 オリンピック教育を構成する重要項目の

一つに「環境」があり、大会組織委員会が子ど

もを対象にしたゴミの分別や植樹のプログラム、

また選手に対する環境教育などが積極的に提供

されていた。	 

	 ③	 オリンピック教育の実施には、多様な形態

がみられたが、2010 年ユースオリンピック大会

（シンガポール）の際には、オリンピック学習セ

ンターが建設され、中核的施設として有効に活

用された（ガイドマニュアル、展示、講習、オ

リンピアンをゲストに迎えてのイベント、学校

からの見学・受講）。	 

	 ④	 中核的施設から遠隔地にある地域でも、あ

まねくオリンピック教育にアクセスできるよう

にするためには、日本で従来行われてきた「オ

リンピック読本」等の学習教材の配布も併用す

ることが望ましい。	 

	 ⑤	 2012 年ユースオリンピック冬季大会（イ

ンスブルック）の文化・教育プログラム

（Cultural	 Education	 Program	 :	 CEP）について

の分析から、日本からの派遣選手の事前・事後

研修に改善の余地が認められた。学校における

オリンピック教育とは別に、若いアスリートを

対象にしたオリンピック教育の実施が求められ

る。	 

	 ⑥	 日本には、国際ピエール・ド・クーベルタ

ンユースフォーラム（高校生対象）のような、

多彩なプログラムを通してオリンピズムを総合

的に経験・体得し、次世代のリーダーを育成す

るような教育プログラムが存在しない。学際的

なプログラムを通して多学校の生徒が交流し、

体験的に理念を身につけていく定期的なイベン

トの設立が求められる。	 

	 ⑦	 日本の大学生のオリンピック理解につい

て実態を把握するために、アンケート調査を実

施した結果（国公私立計 16 大学、男女計 2,630

名）、回答者の 56.3％がオリンピックについて

何らかの学習経験をもっていた。学習経験者は、

未学習者に比較して有意に学習内容に関する関

心が高く、自国でのオリンピック開催を支持し

ていた。また、オリンピックのイメージについ

ては、オリンピズムについての学習経験者がオ

リンピックをその根幹的な理念である「平和」

と有意に結びつけて捉えていたのに対し、未学

習者は「代理戦争」と有意に関連づけて捉えて

いた。オリンピック学習は、オリンピックにつ

いての適切な理解とオリンピック・ムーブメン

トの推進に有効であることが検証された。	 

	 ⑧	 オリンピックにかかわる教育を適切に推

進するためには、全国の中学校・高等学校の体

育授業（体育理論）において、オリンピックな

どを取り上げるとともに、その授業内容の充実

が必要不可欠であること、また教育的にも明確

かつ一貫性をもったオリンピック・レガシーの

確率が図られることが必須である。	 

	 ⑨	 学習指導要領に準拠したオリンピック教

育のための学習指導計画の提案、教材開発を行

った結果、中学校体育理論に含まれる「文化と

してのスポーツの意義」の授業を実施し、スポ

ーツがもつ３側面(自己開発、競技性、豊かな交

流)で内容を構成することの妥当性が得られた。	 

	 ⑩	 ウクライナを応援国とした一校一国運動

のモデル授業を実施した結果（筑波大学オリン

ピック教育プラットフォームと日本オリンピッ

ク委員会との連携）、応援する国が身近に感じら

れ、スポーツやオリンピックを通して世界の様

子が理解できることが実証された。	 

	 ⑪	 「日本人初の IOC 委員嘉納治五郎のスポー

ツと人間教育」を中心に授業実践（筑波大学附

属学校との連携）を行い、オリンピック教育の

成果が確認された。	 

	 ⑫	 ドーピング防止に関する取り組みとして、

カナダでは倫理観を重視し、政府が推し進めた

スポーツ政策と一体化して行われてきた。同国

では、スポーツのビジョンに対して、様々な組

織が一体となって各々の役割を果たしていくシ

ステムが構築されている。中でも、ドーピング

防止教育は、カナダのスポーツ精神に強く根ざ

した内容が展開され、バンクーバー冬季大会の

レガシーとして位置づけられていた。	 

	 ⑬	 文化プログラムは、スポーツ競技と並んで

重要なプログラムとして位置づけられている。

近年の大会における文化プログラムは、以下の

ように整理された。内容的には、1）自国文化の

発信、2）国際的文化の競演、3）異文化交流、

ジャンル的には、a)視覚芸術、b）音楽芸術、c)

パフォーマンス芸術、d）混合型芸術、時期区分

では、i)前大会終了時から開始されるまでの４

年間の文化オリンピアード、ii)開・閉会式の文

化パフォーマンス、iii)大会期間中の文化プロ

グラム、に分類され、これらの 3代区分の組み

合わせによって多種多様な文化プログラムが実

施されていた。	 

	 ⑭	 大会における文化プログラムは、有料のハ

イ・カルチャー観賞型が多く、参加型の文化交

流が少ない傾向にある。一方、ユースオリンピ

ックの CEP では、参加交流型が重視され、既存

の文化施設の活用や観賞型の文化プログラムが

少ない傾向にあり、両者のバランスが求められ

る。	 

	 ⑮	 文化プログラムの内容については、オリン

ピックが文化とスポーツによる教育と平和のム

ーブメント（運動）であるという原点に立ち返

れば、オリンピックの価値（卓越、友情、尊重）

やスポーツによる平和文化の構築、その理解を

促進する内容が含まれることが望ましい。組織

委員会の所管である文化プログラムに、IOC と

国連の協力・関与が求められる。	 

	 ⑯	 大会においては、ユースオリンピックとは

異なり、参加選手がオリンピックの価値に触れ

る文化プログラムが用意されていないことが課

題である。たとえば、オリンピックの諸価値に



対応した文化歴史的施設、国際交流・異文化体

験館、環境保護文化施設などがレガシーとして

大会後に遺されることが望ましい。	 

	 ⑰	 オリンピックの価値に並ぶパラリンピッ

クの価値（勇気、決断、平等、インスピレーシ

ョン）に関する文化プログラムの開発が求めら

れる。	 

	 ⑱	 IOC が開催都市に義務づけている「オリン

ピックの影響評価研究」（大会招致成功の２年前

のデータを基準に、大会開催前後の影響を報告

するもの）には、文化的影響指標が少ない。オ

リンピック・パラリンピックの開催を機に、ス

ポーツ文化、平和文化、環境保護文化などを含

めた幅広い文化レガシーを遺すような工夫と配

慮が求められる。	 

	 

(4)人権	 

	 ①	 IOC は、その目的の一つに人権保護を掲げ

ている。IOC は、法的には、各国政府によって

組織される国際機関ではなく NOG であるが、オ

リンピックは政治からの中立とすべての人々や

国の平等を一つの理念として、事実上、各国の

人権状況に対して影響を与えてきた。2012 年ロ

ンドンオリンピックを契機に、大会開催を控え

たイギリス、ロシア、ブラジル、韓国の 4カ国

によって出された共同宣言「オリンピックと人

権」は、オリンピック・パラリンピックにおけ

る国連の世界人権宣言の遵守を明確にした。し

たがって、大会を開催する国・開催都市の責務

として、スポーツの自由を維持するためにも世

界人権宣言に代表される「人権保障」の遵守が

求められる。	 

	 ②	 「オリンピック憲章」のような国際規範が

どのように各国の国内において実施されている

のかを検討した結果、国際組織においては、ジ

ェンダーに関する平等を内容とする法規範（憲

章、勧告、決議等）が定立されているが、各国

の国内における実施については一律ではなかっ

た。例えば、積極的に取り組んでいるフランス

では、IOC の勧告である「スポーツにおけるセ

クシュアル・ハラスメント禁止」について、ス

ポーツ省が「セクシュアル・ハラスメント防止

憲章」を策定し、国内オリンピック委員会（NOC）

およびスポーツ組織との間で、憲章を遵守する

旨の契約を締結し、契約に反した場合には、政

府からの助成金が得られなくなる。一方、日本

では、国レベル、スポーツ組織のいずれも、特

別な法律や政府命令などが欠如していた。	 

	 ③	 オリンピックに対する住民の理解につい

て、2016 年大会招致期間における東京都の広報

誌を分析した結果、都民に対するレガシーおよ

び財政、資金調達等に関する情報伝達の不十分

さが都民のオリンピック開催への不支持や不信

感を助長させた可能性があった。一方、フラン

スでは、オリンピックの招致によって市民やア

スリートに恩恵が与えられる仕組みを確立した

ことが国民の高い支持率につながっていた。	 

(5)	 環境	 

	 ①	 2010 年以降の大会を調査した結果、自然

環境保全と経費節約の観点から、既存施設の利

用を前提とし、大学施設なども有効活用される

傾向がみられた。	 

	 ②	 環境に関するレガシー評価は、長期にわた

ってモニタリングしていく必要がある。	 

	 ③	 IOC における「環境」の捉え方は、自然環

境に限定されていたものの、人的・社会的環境

（指導者、施設、観客、メディア）を視野に入れ

たより広い視野でスポーツ環境を捉え、教育に

も反映させていく必要がある。	 

	 

（6）レガシー	 

	 ①	 オリンピックのレガシーを検証するには、

正負の両面から多角的に明らかにしていくこと

が重要である。	 

	 ②	 バンクーバー冬季大会（2010 年）の期間

中に、当大会に出場した選手の中から痛みや障

害を克服して世界を感銘させた選手に「バンク

ーバー2010 テリー・フォックス賞」が授与され

た。このことは、記憶に残る無形のレガシーの

好例である。	 

	 ③	 オリンピックのレガシーは、大会の前・期

間中・後の時間軸で捉えられる。大会後のレガ

シーの有益な創出には、オリンピック文化の恒

久的な展示施設の建設が望まれる。	 

	 ④	 オリンピック博物館（ミュージアム）は、

オリンピック・ムーブメントの推進に寄与する

有形のレガシーとして、多くの開催都市で造ら

れてきた。競技会場として使用された施設には、

オリンピックの名称が明示され、訪れる誰もが

オリンピックのレガシーであることを認識でき

るような環境整備がされていた。	 

	 ⑤	 ミュージアムの存在は、オリンピック開催

の記憶を象徴づけ、視覚化し、未来に向けたメ

ッセージを発信できる機能と可能性をもつ。ま

た、レガシーの観点からは、教育拠点としての

役割のほかに、開催都市におけるオリンピズム

の理解を世界に示す場としても捉えることがで

きる。ミュージアムが共通のコンセプトをメッ

セージとして発信していくためには、IOC オリ

ンピック・ミュージアム・ネットワークの役割

が重要であり、日本のこの方面における国際的

なネットワークの確立は喫緊の課題である。	 

	 ⑥	 経済と教育の観点から、オリンピックの開

催・招致活動によって遺されたレガシーを、観

光資源、教育資源等に有効活用する「オリンピ

ックレガシー・ツーリズム」などの展開が可能

である。その骨子は、ビジョン（どんなツアー

か）、モチベーション（なぜこうしたツアーを行

うのか）、インパクト（どんな効果がどこに及ぶ

か）、ハウツーに関するアイデアと展望（どのよ

うに実現にこぎつけ、展開が図れるか）である。	 
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